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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月29日(2016.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板または下地膜上に第１の駆動電極を形成するステップと、
　前記第１の駆動電極上に電気機械変換膜を形成するステップと、
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　前記電気機械変換膜上に第２の駆動電極を形成するステップと、
　前記第２の駆動電極上に第１の絶縁保護膜を形成するステップと、
　前記第２の駆動電極に電気的に接続された配線を前記第１の絶縁保護膜上に形成するス
テップと、
　前記配線上に形成される膜であり、前記配線に接続される端子電極及び複数の配線に導
通して接続される電荷注入用電極を露出させて第２の絶縁保護膜を形成するステップと、
　前記電荷注入用電極に、放電により発生した電荷を注入することにより、前記電気機械
変換膜を分極処理するステップと、を有することを特徴とする電気機械変換素子の製造方
法。
【請求項２】
　請求項１の電気機械変換素子の製造方法において、
　前記基板または下地膜上に形成した複数の電気機械変換素子を互いに分離して個別化す
るように切断するステップを有し、
　前記第２の絶縁保護膜を形成するステップでは、前記電荷注入用電極を前記電気機械変
換膜に対して前記端子電極よりも離れた位置に形成し、
　前記電気機械変換素子を個別化するステップでは、前記端子電極と前記電荷注入用電極
との間を切断することを特徴とする電気機械変換素子の製造方法。
【請求項３】
　請求項２の電気機械変換素子の製造方法において、
　前記電気機械変換素子を個別化するステップは、前記端子電極と前記電荷注入用電極と
の間を完全に切断する切断位置よりも該端子電極側を前記基板の厚み方向の途中まで切断
するステップを含むことを特徴とする電気機械変換素子の製造方法。
【請求項４】
　請求項２の電気機械変換素子の製造方法において、
　前記電気機械変換素子を個別化するステップは、
　　前記端子電極と前記電荷注入用電極との間を切断刃により前記基板の厚み方向の途中
まで切断するステップと、
　　前記切断刃よりも幅の狭い切断刃により前記基板の厚み方向の途中まで切断した位置
を中心に完全に切断するステップと、を含むことを特徴とする電気機械変換素子の製造方
法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかの電気機械変換素子の製造方法において、
　前記分極処理を行うステップにおいて、放電により発生した電荷が正帯電していること
を特徴とする電気機械変換素子の製造方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかの電気機械変換素子の製造方法において、
　前記分極処理を行うステップにおいて、放電により、１．０×１０－８［Ｃ］以上の電
荷量を発生させることを特徴とする電気機械変換素子の製造方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかの電気機械変換素子の製造方法により得られた電気機械変換
素子。
【請求項８】
　請求項７の電気機械変換素子において、
　前記電気機械変換膜の分極が、±１５０［ｋＶ／ｃｍ］の電界強度かけてヒステリシス
ループを測定する際、測定開始時の０［ｋＶ／ｃｍ］における分極をＰｉｎｉとし、＋１
５０［ｋＶ／ｃｍ］の電圧印加後、０［ｋＶ／ｃｍ］まで戻した際の０［ｋＶ／ｃｍ］時
の分極をＰｒとした場合に、ＰｒとＰｉｎｉとの差が１０［μＣ／ｃｍ２］以下であるこ
とを特徴とする電気機械変換素子。
【請求項９】
　請求項７又は８の電気機械変換素子において、
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　前記電気機械変換膜の比誘電率が、６００以上、２０００以下であることを特徴とする
電気機械変換素子。
【請求項１０】
　請求項７乃至８のいずれかの電気機械変換素子において、
　前記第１の駆動電極に電気的に接続された配線と、前記第２の駆動電極に電気的に接続
された配線とが、同一プロセス中に作製されることを特徴とする電気機械変換素子。
【請求項１１】
　請求項７乃至１０のいずれかの電気機械変換素子において、
　前記配線が、Ａｇ合金、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｌ合金、Ａｕ、Ｐｔ、Ｉｒのいずれかから成る
金属材料で形成されていることを特徴とする電気機械変換素子。
【請求項１２】
　請求項７乃至１１のいずれかの電気機械変換素子において、
　前記第１の絶縁保護膜及び前記第２の絶縁保護膜が、アルミナ膜、シリコン酸化膜、窒
化シリコン膜及び酸化窒化シリコン膜のいずれかの無機膜であることを特徴とする電気機
械変換素子。
【請求項１３】
　液滴を吐出するノズルと、該ノズルが連通する加圧室と、該加圧室内の液体を昇圧させ
る吐出駆動手段とを備えた液滴吐出ヘッドにおいて、
　前記吐出駆動手段として、前記加圧室の壁の一部を振動板で構成し、該振動板に請求項
７乃至１２のいずれかの電気機械変換素子を配置したことを特徴とする液滴吐出ヘッド。
【請求項１４】
　請求項１３の液滴吐出ヘッドを備えたインクジェット記録装置。
【請求項１５】
　請求項１３の液滴吐出ヘッドを備えた液滴吐出装置。


	header
	written-amendment

